
和光市保育クラブの管理運営に関する年度協定書 
 
 和光市（以下「甲」という。）と地方自治法第２４４条の２に定める指定管理者（以下「指

定管理者」という。）である社会福祉法人和光市社会福祉協議会（以下「乙」という。）と

は、平成２２年１０月５日に、別紙に記載する和光市保育クラブ(以下「本施設」という。) 
の管理運営に関して締結した基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、管理運営

に関する年度協定書（以下「年度協定」という。）を締結する。 
 
 （年度協定の目的） 
第１条 年度協定は本施設の各年度の業務内容及び指定管理料を定めることを目的とする。 

（年度協定の期間） 
第２条 年度協定の期間は平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までとする。 
 （平成２３年度の業務内容） 
第３条 平成２３年度の業務内容は、基本協書に定めるとおりとする。 
 （平成２３年度の指定管理料） 
第４条 甲は、乙に対し、本施設の指定管理料を別紙のとおり支払うものとする。 
２ 乙は、甲に対し、指定管理料を１ヶ月毎に書面をもって請求するものとする。 
３ 甲は、前項による請求が適正と認めたときは、当該書類を受理した日から３０日以内

に、乙に対し指定管理料を支払うものとする。 
４ 期間終了後、指定管理料のうち、修繕費に余剰金が生じた場合は、乙は甲に返還する

ものとし、その他の費用は、１００分の５０を乗じて得た額を返還するものとする。 
 （疑義等の決定） 
第５条 年度協定に定めのない事項については、基本協定によるものとする。基本協定に

も定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 
 
 
   平成２３年４月１日 
 
            甲  埼玉県和光市広沢 1 番５号 
               和光市教育委員会 
               教 育 長   大久保 昭 男 
 
 
            乙  所在地埼玉県和光市南１丁目２３番１号 
               社会福祉法人 和光市社会福祉協議会 
               会   長   木 田   亮 



 

別 紙 
 
 

保育クラブの名称 指定管理料 

中央保育クラブ １８，５６７，０００円

諏訪保育クラブ ２５，５１２，０００円

新倉保育クラブ ２４，３７９，０００円

白子保育クラブ ２３，０８８，０００円

南保育クラブ ２２，１５５，０００円

北原保育クラブ １９，７８３，０００円

本町保育クラブ ２２，２７５，０００円

広沢保育クラブ ２１，６３６，０００円

南地域センター保育クラブ ２３，９１０，０００円

下新倉保育クラブ ３７，８９１，０００円

合  計 ２３９，１９６，０００円

              指定管理料には、消費税及び地方消費税を含む。 


